
地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第２０号 

 一般競争入札により、物品調達契約を締結するので、地方独立行政法人北九

州市立病院機構契約規程（以下「契約規程」という 。） 第３条の規定により次

のとおり公告する。 

  令和７年１０月２９日 

地方独立行政法人北九州市立病院機構  理事長 中 西 洋  一   

１ 調達内容 

 （１） 物品等の名称及び数量 

     北九州市立八幡病院電子問診システム  一式 

 （２） 履行の内容等  仕様書で定めるとおり 

 （３）  履行期間 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

北九州市立八幡病院 

 （５）  入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする 。） をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 契約規程第２条第１項及び第２項各号の規定に該当しない者である 

こと。 

 （２）  契約規程第２条において準用する北九州市物品等供給契約の競争入

札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号 

）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という 。） に 

記載されている若しくは、地方独立行政法人北九州市立病院機構（以下「 

病院機構」という 。） で行う競争入札参加資格審査において認定されてい 

ること。ただし、登録の申請がなされている場合には、記載されているも 

のとみなす。 

 （３）  病院機構及び北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと 

  。 

（４） 電子問診システム、及びそれに類するシステムの稼働実績が２０医

療機関以上、その内当院と同規模以上の病院（病床数が当院と同等以上の

病院）を５病院以上含むこと。また、公立の病院においても電子問診シス



テム、及びそれに類するシステムの稼働実績を有すること。 

（５） 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（役員及び従業員をいう。以下同じ 。） が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ 。） であると認められる

者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ 。） 又は暴力団員が経営に実質的

に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を得る目的又は第三

者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認め

られる者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の活動又は運営に協力し、

若しくは関与していると認められる者 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に不適切な関係を有している

と認められる者 

カ 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用して

いる者 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていない者は、北九州市立八幡病院事務局経営企画課経営係（電話０９

３－６６２－６５６５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和７

年１１月２１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く

。） に競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１）  契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

       北九州市立八幡病院事務局経営企画課 

 イ 日時 この公告の日から令和７年１１月２１日まで（日曜日等を除く

。） の毎日午前９時から正午まで及び午後１時３０分から午後４時３０

分まで 

（２）  入札説明書の交付方法  前号アの場所において無償で交付する。電 

子メールによる交付を希望する場合は、前号イの期間に北九州市立八幡病 



院事務局経営企画課経営係に連絡すること。 

（３）  入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、この公告の日から令和７年１１月２１日午後５時まで（日曜

日等を除く 。） に競争参加の申出書を第１号アの場所に提出しなければな

らない。 

 （５）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に 

より、令和７年１２月８日午後２時までに必着のこと。   

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

       北九州市立八幡病院  ４階  会議室 

  イ 日時 令和７年１２月９日午後２時 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２）  入札保証金及び契約保証金   

   ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規程第４条 

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上。ただし、契約規程第２ 

９条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

   ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

   エ 契約規程第９条第１項各号のいずれかに該当する入札 

 （４）  落札者の決定方法 契約規程第５条第１項の規定により定められた

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者と

する。 

 （５）  契約書作成の要否 要 

 （６）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市立八幡病院事務局経営企画課 

    〒８０５－８５３４  北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 



   電話 ０９３－６６２－６５６５ 


